
森林法に係る森林伐採時の注意事項ついて 

1. 森林法で定める地域森林計画対象林の場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要と

なります。（対象林であるかは、所沢市みどり自然課にお問い合わせください） 

2. 伐採をする方と、事後に造林を行う方が異なる場合は、共同で提出が必要です。 

3. 伐採届出書を提出しても 30日間は着工できません。 

 （伐採を開始する 90日前から 30日前までの間に伐採届出書を提出しなければなりません） 

4. 伐採に伴い、伐根または転用(森林から他の土地利用を図ること)が行われる場合、必ず関係各課

で確認をしてください。 

  ・開発指導課（低層棟 2階）  ・環境対策課（高層棟 5階）  ・埋蔵文化財調査センター 

5. 合計の伐採面積が 1 haを超える転用、または 0.5 haを超える太陽光発電施設設置を目的とした

転用の場合、林地開発許可が必要となります。 

（該当の確認や詳細については、埼玉県川越農林振興センター林業部にお問い合わせください） 

   埼玉県川越農林振興センター林業部  住所：飯能市双柳 353番地  電話：042-973-5620 

6. 保安林(風害防止等)の伐採は、埼玉県川越農林振興センター林業部の扱いとなります。 

7. 伐採届には添付資料が必要となります。裏面をご確認ください。 

8. 伐採後と造林後、それぞれ 30日以内に報告書の提出が必要となります。 

9. 届出書及び報告書を期間内に提出しなかった場合、罰則が科されることがあります。 

●伐採届の記入の注意点 ※伐採届は正本一部を提出 

伐採面積 ha単位とし、小数第 2位にとどめ、第 3位を四捨五入してください。 

主間伐別 主伐又は間伐であり、間伐は生育のための間引き調整です。 

伐採種別 主伐は皆伐又は択伐に分類され、皆伐は「ある面積を一斉に伐採すること」であり、択

伐は「必要な樹木の伐採で、抜き伐りのこと」です。 

伐 採 率 皆伐の場合は 100％となり、間伐は間引きした樹木の本数を全体の樹木の本数で割っ

た割合(％)を記入してください。 

伐採樹種 樹木の種名を以下から選択して記入してください。 

選択肢： すぎ・ひのき・まつ・からまつ・えぞまつ・とどまつ・その他の針葉樹 

 ぶな・くぬぎ・その他の広葉樹 

伐 採 齢 樹齢にばらつきがある時は、最も低い年齢と最も高い年齢を使い記入してください。 

     （例：30～60年） 
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 「伐採及び伐採後の造林の届出書」をご提出される際に必要となる書類は以下のとおりで

す。提出前にご確認いただき、漏れのないようお願いいたします。 

 なお、詳細については、所沢市 HP「森林の伐採の届出について」をご覧ください。 

 

 書類 内容 確認 

1 伐採及び伐採後の造林の届出書  □ 

2 本人確認書類 

・個人の場合 

住民票、マイナンバーカード(表面)、運転免許証など 

□ 

・法人の場合 

登記事項証明書、法人番号を記した書類など 

・法人でない団体の場合 

代表者の氏名と規約、その他当該団体の組織及び運営に

関する定めを記載した書類 

3 
位置図 対象森林の位置を特定できるもの □ 

区域図 隣接地との境界が分かり、区域の外縁を明示したもの □ 

以下、該当する場合に添付が必要となります。 

4 土地の所有を証明する書類 
土地の登記事項と所有者が一致しない場合に必要 

固定資産税納税通知書、売買契約書など 
□ 

5 
委任状 届出を委任する場合に必要 □ 

代理人の本人確認書類 ※法人の場合には名刺 □ 

6 隣接森林との境界確認書類 

隣接地が森林の場合に必要 

地権者同士の立会や書面により伐採範囲の確認をした

ことが分かるもの 

※届出日までに確認ができない場合、伐採日までに確認

を行う誓約書を提出すること。境界測量がされている場

合、測量図によって代替が可能 

□ 

7 
他の行政庁の許認可の申請状況

を記載した書類 

伐採などを行う際、他の許認可がある場合に必要 

行政庁が発行した証明書、許認可証の写しなど 

例：保安林などの伐採の制限があるもの、盛土・開発行

為に係る許認可 

□ 

8 
森林を伐採する権限を有するこ

とを証する書類 

森林の土地の所有者ではない場合に必要 

立木の登記事項証明書、立木売買契約書、伐採の同意書・

承諾書など 

□ 

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課  Tel：04-2998-9373 Mail：a9373@city.tokorozawa.lg.jp 


